
平成３１年度「西播磨ツーリズムバス助成事業」Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 西播磨ツーリズムバス助成事業の流れを教えてください。 

Ａ１ 大まかな流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ 補助対象となるのは、どのようなバスツアーですか？ 

Ａ２ 次の要件をすべてクリアする「企画旅行」であることが必要です。 

    ①兵庫県内のみを目的地として平成３１年４月１日～平成３２年３月末日までに実施す

る企画旅行（募集型、受注型）であること。 

    ②日帰りツアーは、別に定めるツーリズムスポットを 1 箇所以上訪問し、西播磨地域の

飲食施設で食事をとること。 

宿泊ツアーは、別に定めるツーリズムスポットを 1 日 1 箇所以上（合計 2 箇所以上）

訪問し、西播磨地域の宿泊施設（キャンプ場・ロッジ等は対象外）で夕食・宿泊利用

すること。 

    ③バス 1 台あたり２０人以上の参加者があること。 

（ツアー当日の参加者が２０人未満になった場合は補助の対象となりません。） 

 

Ｑ３ 交付申請ができるのはどのような人ですか？ 

Ａ３ バスツアーを企画する旅行業者です。 

 

Ｑ４ 複数台のバスによるツアーも補助の対象になりますか？ 

Ａ４ 要件を満たしていれば対象となります。ただし、１つの旅行業者が申請できるのは、年間

でバス５台分までです。 

 

Ｑ５ 申請者が多い場合は、抽選となるのですか？ 

Ａ５ 先着順に受け付け、予算がなくなり次第、受付を終了します。抽選は行いません。 
 
 その他、ご不明な点があれば下記へお問い合わせください。 

西播磨ツーリズム振興協議会事務局 
 〒678-1205 赤穂郡上郡町光都 2-25（兵庫県西播磨県民局 地域づくり課） 

Tel. 0791-58-214４  Fax. 0791-58-0523 

ﾂｱｰ実施日の
120日前から14
日前までの間
に

ツアー実施後
14日以内に

・補助要件の確
認
・実施日の決定
・訪問施設等の
決定と予約
・ﾂｱｰ参加者募集

　　　　　　　　など

・協議会において
審査後、適当と認
めたときは交付
決定通知

・ツーリズムス
ポット訪問、食事
の証明として「実
施状況確認表」に
施設の受付印等
を押印

・協議会において
審査後、適当と認
めたとき、補助金
を支払う

１　計画 ３　交付決定
４　ツアーの

実施

※ 「３　交付決定」後、やむを得ない事情によりバスツアーの内容を変更するときは、速やかに変更届出書を協議会へ提出する必要があります。また、バス
ツアーを中止するときは、中止届出書を協議会へ提出する必要があります。

６　補助金の
支払い

・実績報告書、実
施状況確認表、経
費内訳書、領収書
の写し等、旅程
表、参加者募集案
内、請求書を協議
会へ提出

・交付申請書、経
費見積書、旅程表
を協議会へ提出

２　交付申請 ５　実績報告


